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Ⅰ．労務・人事管理の年間スケジュール 

労務や人事に関連する定例業務は、定期採用や行政の年度に合わせると 4 月を年度初めと考えてス
ケジュールをたてる企業様が多いかと思います。 
 
年度初めを迎えるにあたって、労務や人事に関連する業務を整理してみました。実務担当者がスケジュ
ールを立てる際に参考になり、また、作業もれがないかチェック表として応用できると思います。一方で、経
営者や管理者の方々においては、全体の業務の把握に役立てていただければと思います。 
 
社員にまつわる定例業務を分類してみると、「毎月行う事務」と、「年に数回行う業務」と、「社員の結婚
にともなう手続き等の都度行う業務」の３つに分けることができます。次ページにまとめてみました。 
 
また、次ページの表のように月や年単位または、事例ごとに繰り返して行う業務は、クラウド業務アプリを
導入することや、手続き業務は社会保険労務士に委託することも考えられます。どの業務の手段を変え
ていくか検討する資料にもなると思います。 
尚、業務アプリを導入するときは、あくまで何を使って業務を回していくのかという手法の変更ですから、何
をどのように行うかを計画するのは、人事部門の仕事だと思います。よって、自社にあった計画や企画が
でき、手続き分野の法令を理解する人材を継続して育成する必要があります。 
 
（月次業務のうち、給与の支給人数が常時 10 人未満の場合は、源泉徴収税の納期特例が使え年
2 回にまとめて納付ができるなど企業の規模によって異なるものがありますので注意してください。） 

Ⅱ．４月の事務トピックス 

① 社会保険料を翌月天引きにしている会社は、4 月給与天引きで健康保険・介護保険料率の天引
きの変更をお願いします。雇用保険被保険者負担分も４月給与から天引き変更をお願いします。 

② 約 3 年間続いていた雇用調整助成金のコロナ特例は令和 5 年３月 31 日に終了します。詳しくは
厚生労働省のページでご確認ください。 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf 
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